
茅ヶ崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

令和８年３月３０日 

                           茅ヶ崎市長 佐 藤  光  

茅ヶ崎市条例第２号 

茅ヶ崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正

する条例 

（茅ヶ崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第１条 茅ヶ崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年茅ヶ崎市

条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「１００分の２１５」を「１００分の２１６．２５」に、「１００分

の２３７．５」を「１００分の２３６．２５」に改める。 

（茅ヶ崎市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 茅ヶ崎市特別職の職員の給与等に関する条例（昭和３３年茅ヶ崎市条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第２項第１号中「１００分の１８０」を「１００分の１７８．７５」に改め、

同項第２号中「１００分の１８５」を「１００分の１８３．７５」に改める。 

（茅ヶ崎市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

第３条 茅ヶ崎市会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年茅ヶ崎市条例第２６

号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改める

。 

第１７条第２項中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に改める

。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


